
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 

第一計画期間：５年間（2010～2014 年度） 

「地球温暖化対策計画書」の作成・公表 
• 削減目標 
• 削減対策の計画、実施状況 
• 前年度の温室効果ガス排出量 
• 削減義務履行状況 など 

「特定テナント等地球温

暖化対策計画書」 

２（２） 制度全体の流れ（概要） ※基本 

 

 

 

 

 

  
 
 

東京都（知事） 対象事業所 

削 

減 

計 

画 

期 

間 

（
２
０
１
０
～
２
０
１
４
年
度
） 

○計画内容の確認・助言、公表等 

○義務履行に向けた進捗状況の確

認・助言、公表等 

○ 基準排出量の決定 
基準排出量の申請 

措置命令 義務不足量×１.３倍の削減 

期間中、毎年度提出 (11月末まで) 

助言等

整
理
期
間 

(

２
０
１
５
年
度) 

【削減計画期間終了までに削減義務が達成できていない場合】取引による削減量の取得 

◇自らの削減対策の実施 

指針等を踏まえて作成 

○総量削減義務履行状況の確認 

義務履行期限 

削減義務未達成の場合 

知事が命令不足量を調達し、その費用を請求 
命令違反の場合 

命令履行期限 

申請(9月末まで) 

通知 

規則の制定 

（削減義務率等の決定） 「地球温暖化対策指針」、 

各種ガイドラインの策定 

指定に係る確認書の届出 
（排出状況の届出） 

届出 (10月末まで) 

「指定（特定）地球温暖化対策事業所」として指定 

○対象事業所の確定  

罰金（上限50 万円） 違反事実の公表 

毎年度繰り返し 

削減義務量の確定 
（排出可能上限量の決定） 

◇取引による削減量の取得 

「削減対策事例集｣等の作成 

登録検証機関の登録 

申請 (9月末まで) 

通知 

トップレベル事業所の申請 ※任意 削減義務率の減少決定 

（排出可能上限量の再決定） 

※ 2015年度に提出される計画書の内容（2014年度までの排出実績）と 
取引の記録（2016年3月末時点の削減量口座簿上の記録）より、最終的な義務履行の状況を確認します。 

（
２
０
０
９
年
度
） 


